
児童・生徒へのワクチン接種について                                             資料５ 
 
■ 文部科学省通知「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を生徒に対して集団で実施することについての考え方及び留意点等について」の概要    

児童生徒への接種にかかる考え方・留意事項 

基本的な考え方 
 
○ 児童生徒へのワクチンの接種は、医療機関等における個別接種及び市町村が特設会場を設けて行う集団接種（いわゆる「一般接種」）を想定  
○ 学校集団接種により生徒へのワクチン接種を行うことは、以下の理由から現時点で推奨しない 
 

・ 実施方法によっては、保護者への説明の機会が乏しくなる 

・ 接種への個々の意向が必ずしも尊重されず、同調圧力を生みがちである 

・ 接種後にみられた体調不良に対するきめ細かな対応が難しい など 

 

新型コロナワクチンの接種に伴う出欠等の取扱い 
 
○ 児童生徒が医療機関等においてワクチン接種を受ける場合の出欠の取扱いは「出席停止・忌引き等」 
 
・ 期日や場所の選択が困難で、接種場所への移動に長時間を要する場合等は、校長が「非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合など出

席しなくてもよいと認めた場合」に該当すると判断し、指導要録上「出席停止・忌引き等の日数」として記録し欠席としないなどの柔軟な取扱いをすることも可 

 

○ 副反応が出た場合の児童生徒の出欠の取扱いは「出席停止」 
 

 ・ 副反応か否かに関わらず、接種後、児童生徒に発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校保健安全法第１９条の規定に基づく出席停止の措置も可（発熱等の風邪の

症状以外があった場合には、児童生徒や保護者から状況を聴取し、校長において適切に判断）      

 

学校の留意事項  
○ 接種に関連した差別やいじめなどが起きないよう、生徒に指導し、 

保護者にも理解を求めるべき点  
・ ワクチンの接種は強制ではない 

・ 周囲にワクチンの接種を強制してはいけない 

・ 接種の強制につながることのないよう、生徒の行事への参加等に 

際して、ワクチンの接種等の条件を付けることは禁止 

◆参考：市町村の判断において学校集団接種を実施する場合 

 ○ 生徒及び保護者への情報提供及び同意に関して留意すべき点 

  ・ ワクチンの効果や副反応についての説明、接種に関する相談先の周知 

  ・ ワクチンの接種に伴う差別やいじめなどについての相談窓口を設置 

 ○ 接種が事実上の強制とならないために留意すべき点 

  ・ 授業中など教育活動を実施している時間帯は、学校集団接種は不可    

 ○ 学校集団接種に対応できる体制の整備に関して留意すべき点 

  ・ 対象となる生徒数に応じた適切な医療体制の整備が必要 

  ・ 当該学校の教職員がどのような業務に関わるのかを事前に明確化 

 ○ 予防接種ストレス関連反応への対応に関して留意すべき点 

  ・ ワクチン接種前後に生ずる不安等のストレスにより、予防接種ストレス関連反応と 

呼ばれる反応が生じることがあること  等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

   
   

 
      



県立学校教職員の新型コロナウイルスワクチン接種について 

 
○ 県立学校の教職員等（教員、事務職員を含む）に対する新型コロナウイルスワク

チンの接種を迅速かつ円滑に進めるため、ワクチン接種調整（マッチング）を行う

「県立学校教職員等ワクチン接種調整チーム（以下「調整チーム」）」を県教委内

（教職員課）に設置し、教職員等の接種調整を実施 

 

１ これまでの動き  
年 月 日 内   容 

Ｒ３．６．２１ 「県立学校教職員等ワクチン接種調整チーム」設置 

Ｒ３．６．２４ 県立学校に対し説明会（Ｗｅｂ）開催 

Ｒ３．７． ２ 
接種調整希望者数調査【１回目】（６月３０日現在） 

※以降、原則として毎週希望者数を把握 

 

２ 接種調整希望者数調査結果【１回目】（６月３０日現在）  
校種 学校数 教職員等数 希望者数 割合 

高等学校 ６３ ５，０１３ ２，８７１ ５７．３％ 

特別支援学校 ２０ ２，３０８ １，４５３ ６３．０％ 

計 ８３ ７，３２１ ４，３２４ ５９．１％ 

 

３ 今後の動き（予定） 
・ 県ワクチン接種対策室からの人数枠提示（接種会場ごと）に応じて、各学校の

接種人数を配分し、円滑な接種を実施 

・ 県の大規模接種会場での接種をはじめとして、市町村での接種など、県立学校

の教職員等がワクチンを着実に接種できるよう、県ワクチン接種対策室と連携し

て対応 

 

（参考）私立学校の教職員に対する接種 

 ・ 各市町村の一般接種における優先接種により、順次接種を実施中。 

 【県の大規模接種会場を活用したワクチン接種希望者数の調査結果】 

校種 学校数 教職員等数 希望者数 割合 

高等学校 ２０ ９５３ ５３９ ５６．６％ 

参考（資料５関係） 


